
●建築物等の用途の制限

●建築物等の敷地面積の最低限度

●建築物等の高さの最高限度

●壁面の位置の制限

●建築物等の形態又は意匠の制限

●垣又は柵の構造の制限

磐 田 市  建 設 部  都 市 計 画 課

東部地区計画
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東部地区計画を次のように決定する。

名　称

位　置

面　積
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磐田市都市計画地区計画の決定

①低層低密住宅地

　Ａ地区にあっては高台にある緑の多い一戸建住宅を中心とした低層の郊外型住宅地とする。
②中低層中密住宅地Ⅰ

東部地区計画

磐田市三ケ野字茶屋前，字上原，字荒子，並びに明ケ島字中原の各全部。

磐田市三ケ野字南側，字赤池ケ谷，字幸度ケ谷，字下原，明ケ島字南原，字戌亥原，字原山，
字西原，字谷口，字山神山，西貝塚字横須賀道北，並びに岩井字海道原の各一部。

 約４０．１ｈａ

＜土地利用の方針＞
１ 土地区画整理事業の土地利用計画や用途地域等を勘案し、地区の特性に応じ、次のように
土地利用の方針を定める。

Ｂ地区にあっては小規模な生活利便施設の立地も図りながら、緑の多い郊外型住宅地とす
る。
③沿道住宅地

Ｃ地区にあっては生活利便施設を立地させながら住環境も保護していくと共に、都市計画道
路からの景観にも配慮した地区とする。
④中低層中密住宅地Ⅱ

地区施設である幹線道路及び区画道路並びに公園等は土地区画整理事業により整備されるの
で、本地区においては維持 保全に努める。

Ｄ地区にあっては既存の自家用倉庫や企業の駐車場に配慮しつつ、隣接するＢ地区と一体的
に良好な居住環境が確保された地区とする。
⑤工業地

Ｅ地区にあっては工業地として純化を図ると共に、隣接する住宅地への阻害要因となるよう
な施設も抑制する。さらに施設周辺の緑化を推進する。

２ 過度な盛土による住環境の悪化を防止するため、宅地内を盛土する場合には前面道路の最
高高さから20㎝以下とする。

・景観性や防災上の観点から、かき又はさくの構造を制限する。

・日照や街並景観の観点から建築物の高さの最高限度を定める。

・美しい市街地景観を確保するため、広告塔、広告板及び案内板の設置を制限する。

本地区は磐田原台地の東端に位置し、現在東部土地区画整理事業が施行中である。周辺には
豊かな斜面緑地があり、また地区内には遺跡が多数みられるなど、自然や住環境に恵まれた地
区である一方、磐田バイパスに近く、大規模な工業地に近接している。また本地区の南方約1km
にＪＲの新駅構想があるなど、地区を取り巻く社会的情勢が変化しつつある。

このようなことから、土地区画整理事業により公共施設を整備し、さらに本地区計画により
住居系、工業系の各ゾーンの相互の環境と景観等に配慮した良好な市街地の形成を目標とす
る。

＜建築物等の整備方針＞
・土地区画整理事業により整備された宅地の細分化、あるいは建て詰まり防止のため、建築物
の敷地の最低限度を定める。

・良好な住環境形成、あるいは工業地としての純化を図るため、建築物の用途の制限を定め
る。

・良好な街並形成や建物周辺の緑化を促すために、建築物の壁面の位置を定める。

＜地区施設の整備方針＞

※上記「地区計画の目標」欄１行目に記載のある「東部土地区画整理事業」については、
　平成19年3月に完了しています。



地区の 地区の名称

区　分 地区の面積

① ①

② 　畜舎 ②

③ 　畜舎

１
２

１

２

３
①
②

　道路に面するかき、さくの構造は、次の各号の一に適合するものとする。ただ
し、宅盤からの高さが０．５ｍ以下の部分又は門若しくは長さが左右２ｍ以下の
袖については、この限りではない。

１．生垣

２．高さ１．５ｍ以下のフェンス等で、植栽を施したもの。

３．木又は竹製のもの
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な
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建築物の敷地面積
の最低限度

建築物等の高さの
最高限度

建築物等の形態又
は 意匠の制限

かき又はさくの構
造の制限

　店舗、飲食店その他これらに類する
もので、その用途に供する部分の床面
積の合計が150㎡を超えるもの

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、次の各号に定める距離以上離さなけ
ればならない。ただし、物置、倉庫、その他これらに類する建築物で、床面積の
合計が２０㎡未満で、かつ、建築物の高さが３．０ｍ以下のものついては、この
限りではない。

Ａ．低層低密住宅地
約　１０．２　ｈａ

２００㎡

１０ｍ
（軒の高さにあっては７ｍ）

　寄宿舎又は１戸当たりの居住の
用に供する部分の床面積が30㎡未
満の共同住宅

Ｂ．中低層中密住宅地Ⅰ
約　１６．６　ｈａ

１６５㎡

１２ｍ
（軒の高さにあっては９ｍ）

　寄宿舎又は１戸当たりの居住の用に
供する部分の床面積が30㎡未満の共同
住宅

．都市計画道路三ケ野鎌田線及び西貝塚明ケ島線の道路境界線から２．０ｍ

壁面の位置の制限

．前号以外の道路境界線及び隣地境界線から１．０ｍ

　一の敷地当たりの表示面積は５㎡以内とする。ただし、建築物に接続しな
い看板、広告は３㎡以内とする。

　設置する高さは７ｍ以下とする。
．看板、広告物を設ける場合には、次の各号に適合しなければならない。

．自己の施設のための看板、広告物は自己の敷地以外に設けてはならない。
また、周辺の景観に配慮したデザイン、色調とする。

．建築物の外壁及び屋根は、原色を避け周囲と調和がとれた落ち着いた色合
いのものとする。



地区の 地区の名称

区　分 地区の面積

壁面の位置の制限
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建築物の敷地面積
の最低限度

建築物等の高さの
最高限度

建築物等の形態又
は 意匠の制限

かき又はさくの構
造の制限

Ｅ．工業地
約　　２．９　ｈａ

① 　ホテル又は旅館 ① ①
②

② ② 　畜舎
③

③ 　畜舎
④ ③ 　畜舎

１ １ ．道路境界線から２．０ｍ
２ ．隣地境界線から１．０ｍ

２

１

２

３
① ①

②

②

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

．建築物の外壁及び屋根は、原色を避け周囲と調和がとれた落ち着いた色合い
のものとする。

　都市計画道路三ケ野鎌田線及び西貝塚明ケ島線の道
路境界線から１．０ｍ以上離す。

　設置する高さは９ｍ以下とする。

　都市計画道路三ケ野鎌田
線から１．０ｍ以上離す。

　設置する高さは７ｍ以下
とする。

２００㎡

　建築物の外壁又はこれに
代わる柱の面は、次の各号
に定める距離以上離さなけ
ればならない。

．都市計画道路三ケ野鎌田線及び西貝塚明ケ島線の道
路境界線から２．０ｍ

．前号以外の道路境界線及び隣地境界線から１．０ｍ

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、次の各
号に定める距離以上離さなければならない。ただ
し、物置、倉庫、その他これらに類する建築物で、
床面積の合計が２０㎡未満で、かつ、建築物の高さ
が３．０ｍ以下のものついては、この限りではな
い。

Ｃ．沿道型住宅地
約　　８．２　ｈａ

１２ｍ
（軒の高さにあっては９ｍ）

　寄宿舎又は１戸当た
りの居住の用に供する
部分の床面積が30㎡未
満の共同住宅

　倉庫で、床面積の合
計が 200㎡以上のもの
（ただし、附属のもの
で床面積の合計が当該
倉庫の敷地にある建築
物の延べ面積の１／２
以内のものはこの限り
ではない。）

Ｄ．中低層中密住宅地Ⅱ
約　 ２ ．２　ｈａ

　寄宿舎又は１戸当た
りの居住の用に供する
部分の床面積が30㎡未
満の共同住宅

　建築基準法別表第２
（に）に掲げる建築物

　建築物の各部分の高さ
は、当該部分から隣地境
界線までの真北方向の水
平距離に1.25を乗じて得
たものに10ｍを加えた高
さを超えてはならない。

．看板、広告物を設ける場合には、次の各号に適合しなければならない。

．自己の施設のための看板、広告物は自己の敷地以外に設けてはならない。ま
た、周辺の景観に配慮したデザイン、色調とする。

１６５㎡

　建築基準法別表第２
（る）及び（わ）に挙げら
れているもの及び店舗

　カラオケボックスそ
の他これに類するもの

　ただし、現在、上記①
号に該当する用途に供す
る建築物で、その敷地全
部を１つの敷地として使
用する場合において、そ
の用途に供する部分の床
面積の合計が1,500㎡を越
える場合にあっては、そ
の面積を上限とし現在の
建物用途を維持するため
の新築増改築はこの限り
ではない。

　ただし、現在、上記③号
に該当する用途に供する建
築物で、その敷地全部を１
つの敷地として使用する場
合において、現在の建物用
途を維持するための新築、
増改築はこの限りではな
い。

１２ｍ
（軒の高さにあっては９ｍ）

　道路に面するかき、さくの構造は、次の各号の一に適合するものとする。ただ
し、宅盤からの高さが０．５ｍ以下の部分又は門若しくは長さが左右２ｍ以下の
袖については、この限りではない。

１．生垣

２．高さ１．５ｍ以下のフェンス等で、植栽を施したもの。

３．道路境界との間に１．５ｍ以上の植栽帯を設け、その後ろに設置するもの。

４．木又は竹製のもの







●建築物等の届出について

届出の対象は

東部地区計画区域内で、建築物又は工作物の新築、改築、増築及び移転を行う場合

に届出が必要です。

届出日は

行為に着手する３０日前までに、建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申

請前に届け出てください。

手続きフロー

まず相談から 

都市計画課 

℡

0538-37-4907 

→ 

提出は市へ 

届出書類を都市

計画課へ提出し

てください 

→ 

指導・助言・審査

都市計画課で

行います 
→ 

受理書の交付 

都市計画課から

届出者に受理

書を交付します 

→ 

確 認 申 請 

受理書交付後、

建築基準法によ

る確認申請を行

ってください 

届出書類

届出に必要な書類は、「地区計画の区域内における行為の届出書」の他、下記に示

す「設計図書」を添付してください。（正本・副本 各１部）

図面名 縮   尺 備        考

案内図 １／２，５００以上 方位及び目標となる地物を明示する

配置図 １／３００以上

平面図 １／２００以上

立面図 １／２００以上

（届出書を表紙とし、添付図面はＡ４サイズに折り、左綴じにして提出してください。）

※各地区ごとに建築上の規制が異なります。詳しくお知りになりたい方は、下記都市計

画課までお問い合わせください。

磐田市国府台３番地１

磐田市役所 西庁舎２階

都市計画課

℡0538-37-4907 

行為着手の３０日前


